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Ⅲ 特定接種の対象となる業種・職務について 

 

 国行動計画では、特定接種の対象となり得る者の範囲や総数、接種順位等は、

新型インフルエンザ等発生時に国対策本部において、発生状況等に応じて柔軟

に決定されるとしていますが、発生時に速やかに接種体制を整備するために、

基本的な考え方を以下のとおり整理しています。 

 

（１）特定接種の登録事業者 

 A 医療分野 

（A-1：新型インフルエンザ等医療型、A-2：重大・緊急医療型） 

B 国民生活・国民経済安定分野 

（B-1：介護・福祉型、B-2：指定公共機関型、B-3：指定 公共機関同類型、

B-4：社会インフラ型、B-5：その他） 

 

（２）特定接種の対象となり得る国家公務員及び地方公務員 

 特定接種の対象となり得る新型インフルエンザ等対策の職務は以下のいずれ

かに該当する者である。 

区分 1：新型インフルエンザ等の発生により対応が必要となる職務 

    （＝新型インフルエンザ等の発生により生ずる又は増加する職務） 

区分 2：新型インフルエンザ等の発生に関わりなく、行政による継続的な実施が 

強く求められる国民の緊急の生命保護と秩序の維持を目的とする業務 

や国家の危機管理に関する職務 

区分 3：民間の登録事業者と同様の職務 

 

 


